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＜通知・公表＞ 

「強い経済」を実現する総合経済対策を閣議決定（2025.11.21） 

11 月 21 日に、政府は、「『強い経済』を実現する総合経済対策」を閣議決定した。

この経済対策では、「生活の安全保障・物価高への対応」「危機管理投資・成長投資による強い経済の

実現」「防衛力と外交力の強化」を３つの柱としており、規模は一般会計で 17.7 兆円、減税・特別会計

を含めて 21.3 兆円程度が見込まれている。

「医療・介護等支援パッケージ」による緊急措置により、「介護施設等における経営の改善及び従業員の

処遇改善」につなげるとし、介護分野の職員の処遇改善について、「令和８年度報酬改定において、必

要な対応を行う」とともに、「報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上

げ・職場環境改善の支援を行う」ことを明記した。 

経済対策の裏付けとなる令和７年度補正予算案を臨時国会に提出（１１月２８日に閣議決定）。 

「強い経済」を実現する総合経済対策（令和７年１１月２１日閣議決定） ＜抜粋＞ 

※下線は追記 

第２章 「強い日本経済実現」に向けた具体的施策 

第１節 生活の安全保障・物価高への対応 

２．地方の伸び代の活用と暮らしの安定 

（１）地域の生活環境を支える基幹産業の支援・活性化 

（医療・介護等支援パッケージ） 

国民のいのちと暮らしを守り、安心して医療・介護・福祉サービスを受けられる体制を整備することが必

要である。政府としては、これまで累次の支援策を講じたものの、依然として物価・賃金上昇の影響を受け

ている状況であることを踏まえ、令和８年度報酬改定については、他産業の状況も踏まえた賃上げや物価

上昇を踏まえた適切な対応が求められており、医療機関や薬局、介護施設等における経営の改善及び

従業員の処遇改善につなげるため、その報酬改定の効果を前倒しすることが必要であるという認識に立

ち、「医療・介護等支援パッケージ」を緊急措置する。  

（略） 

介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、介護職員の賃金は改善して

きたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善

に向けて、令和８年度介護報酬改定において、必要な対応を行うこととし、報酬改定の時期を待たず、人

材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う。また、介護事業所・施設

が、物価上昇の影響がある中でも、必要な介護サービスを円滑に継続するための支援を行う。さらに、ＩＣ

Ｔ等のテクノロジーの導入や経営の協働化、訪問介護・ケアマネジメントの提供体制の確保に向けた取組

を支援する。 

同様に人材不足が厳しい状況にある障害福祉分野についても、介護分野における対応も踏まえつつ、

その経営状況等を踏まえた賃上げ措置等の支援を行う。  

1．財政・税制、経済・成長（社会保障全般含む）
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（３）地域共生社会の実現 

（質の高いこども・若者・子育て政策の推進等） 

多様で質の高い育ちの環境等を確保するため、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善や人材確保に取り

組むとともに、保育現場の負担軽減や「こども誰でも通園制度」の 2026 年４月からの本格実施に向けた

対応を進める。保育所等におけるＩＣＴ活用等によるこどもＤＸの推進や施設整備・安全対策等への支援を

実施する。こども性暴力防止法の施行に向け、事務手続に必要なシステム開発等を行う。 
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高市総理所信表明演説（2025.10.24） 

10 月 24 日、高市総理大臣は、内閣総理大臣就任にあたり、所信表明演説を行った。

福祉分野に関する内容は以下のとおり。

（物価高対策について） 

「経営難が深刻化する医療機関や介護施設への支援などは、急を要しており、既に、経済対策の策定

に着手するよう指示を行った。速やかに対策を取りまとめ、必要な補正予算を国会に提出する。

 国民のいのちを守り、安心して必要なサービスを受けていただくためにも、赤字に苦しむ医療機関や介

護施設への対応は待ったなしである。診療報酬・介護報酬については、賃上げ・物価高を適切に反映さ

せていくが、報酬改定の時期を待たず、経営の改善及び従業者の処遇改善につながる補助金を措置し

て、効果を前倒しする。加えて、国・地方自治体から民間への請負契約単価を、物価上昇等を踏まえ

て適切に見直す。」 

（社会保障制度の給付と負担の在り方について） 

「国民のいのちと健康を守ることは、重要な安全保障である。人口減少・少子高齢化を乗り切るために

は、社会保障制度における給付と負担の在り方について、国民的議論が必要。超党派かつ有識者も交

えた国民会議を設置し、給付付き税額控除の制度設計を含めた税と社会保障の一体改革について議

論してまいる。」 

「社会保障改革を進めていく中で現役世代の保険料負担を抑える。対応が急がれるテーマは早急に議

論を進める。」
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日本成長戦略本部 

◇第 1回（2025.11.4） 

11 月 4日、政府は、第 1回日本成長戦略本部（本部長：高市総理大臣）を開催した。

この本部は、「リスクや社会課題に対し、先手を打った官民連携の戦略的投資を促進し、世界共通の課

題解決に資する製品、サービス及びインフラを提供することにより、更なる我が国経済の成長を実現す

る」ことを目的に設置された。

この本部の設置にともない、新しい資本主義実現本部は廃止され、これまで新しい資本主義実現本部

が検討した事項等については、本部に引き継がれるものとされている。

第 1回では、本部の運営、日本成長戦略会議の開催及び成長戦略の検討課題について議論が行わ

れた。

高市総理は、人工知能（ＡＩ）・半導体、造船や量子など戦略分野への集中的な投資を官民で進めるこ

とで、「強い経済」の実現を目指す考えを表明した。 

戦略分野は、AI・半導体、防災・国土強靱化、情報通信、海洋などを含む１７項目。分野横断の課題と

しては、物価上昇を上回る賃上げが継続する環境整備などがあげられている。総理が分野ごとに担当

閣僚を指名し、関係閣僚と連携して具体策を検討する。 

来年夏に新たな成長戦略を取りまとめる。 

日本成長戦略会議 

◇第 1回（2025.11.10） 

11 月 10 日、内閣官房は、第 1回日本成長戦略会議（議長：高市総理大臣）を開催した。

本会議は、日本成長戦略本部の決定により設置されたもので、「日本成長戦略本部の下、リスクや社会

課題に対し、先手を打った官民連携の戦略的投資を促進し、世界共通の課題解決に資する製品、サ

ービス及びインフラを提供することにより、更なる我が国経済の成長を実現するため、その具体化」を目

的としている。

本会議の設置にともない、新しい資本主義実現会議は廃止され、これまで新しい資本主義実現会議が

検討した事項等については、会議に引き継がれるものとされている。

第 1回では、「会議の運営」「官民連携での投資促進」「総合経済対策に盛り込むべき重点施策（案）」

について協議が行われた。

政府は、来夏の成長戦略の策定に向けた検討を進めているが、本会議では、成長戦略策定に向けた

検討を待たずに、直ちに実行すべき重点施策として「総合経済対策に盛り込むべき重点施策（案）」が

示された。 

とくに分野横断的な課題として「賃上げ環境整備」を掲げ、「次期報酬改定に先行する、医療・介護施設

などの経営改善や職員の処遇改善を支援」ことが示された。 

福祉分野に関する事項について、総合経済対策に盛り込むべき重点施策（案）では、分野横断的課題

における「賃上げ環境整備」において、「次期報酬改定に先行する、医療・介護施設等の経営改善や職

員の処遇改善を支援。」が示された。
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全世代型社会保障構築本部 

◇第 12回（2025.11.17） 

11 月 17 日に、全世代型社会保障構築本部が持ち回りで開催された。

高市総理大臣は、「給付と負担の在り方などについて、すべての世代を通じて納得感が得られる社会保

障の構築に向けた国民的な議論を進めつつ、当面の対応が急がれる課題については、早急に議論を

進め、結論を得ていく必要」であるとし、社会保障改革の推進について指示した。

社会保障制度における給付と負担の在り方について、給付付き税額控除の制度設計を含め、野党も交

えた丁寧な国民的議論を進めるための枠組みとして、「国民会議」の早期設置等を指示している。

経済財政諮問会議 

◇第 14回（2025.12.5） 

12 月 5日、第 14回経済財政諮問会議（議長：高市総理大臣）が開催され、令和８年度予算編成の

基本方針について答申を行った。

高市総理からは、「令和８年度予算編成につきましては、『責任ある積極財政』の考え方の下、令和７年

度補正予算と一体になって編成する。併せて、『強い経済』の構築に向けた重要施策に重点化しつつ、

歳出・歳入両面の改革を推進し、マーケットからの信認を確保する。

また、来年度予算に向けた課題として、社会保障分野について意見交換を行った。 

上野厚生労働大臣、そして片山財務大臣においては、次期診療報酬改定などにおいて、保険料負

担の抑制努力を継続しつつ、賃上げ、物価高を適切に反映させ、経営の改善や現場で働く幅広い方々
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の賃上げに確実につながる的確な対応を行うこと、そして、持続可能な社会保障制度のための改革を

実行し、現役世代の保険料を抑えていくため、あくまでも慢性疾患や低所得の方々の負担に配慮しつ

つ、『改革工程』に掲げられたＯＴＣ類似薬を含む薬剤自己負担や、金融所得の反映などの応能負担

の徹底等に関する具体的な制度設計を行い、高額療養費制度や介護の利用者負担を見直すこと、と

いった当面の対応が急がれる課題については、年末までに結論を得た上で、来年度予算編成や制度

改正に反映させてもらいたい。 

また、全ての世代が安心できる社会保障制度を構築して、それを次の世代に引き継いでいく。こうした

取組が、今を生きる私たちが、将来世代に対して果たすべき責任である。 

関係大臣が連携して、本日の議論も踏まえて、給付と負担の在り方などについて、全ての世代を通じ

て納得感が得られる社会保障制度の構築に向けた国民的な議論を着実に進めていただきたい。」と発

言した。

◇第 13回（2025.11.27） 

11 月 27 日、第 13回経済財政諮問会議（議長：高市総理大臣）が開催され、令和８年度予算編成の

基本方針、来年度予算に向けた課題について議論が行われた。

高市総理からは、「令和８年度予算編成については、『責任ある積極財政』の考え方の下、令和７年度

補正予算と一体となって編成し、危機管理投資と成長投資によって潜在成長力を引き上げ、『強い経

済』を実現するとともに、経済成長を通じて税収を増やし、財政の持続可能性を実現することを目指す。 

成長型経済への転換を図るに当たって、まず、物価上昇を適切に反映した予算とする。そして、ＥＢＰ

Ｍなどによって政策の実効性を検証し、国民生活の下支えや経済成長に資すると期待される施策は大

胆に重点化する。一方で、そうした効果が乏しい場合は見直すなど、歳出・歳入両面で『強い経済』を支

える財政構造の転換を図っていく。」との発言があった。

◇第 12回（2025.11.12） 

11 月 12 日、第 12回経済財政諮問会議（議長：高市総理大臣）が開催され、経済対策及びマクロ経

済運営（金融政策、物価等に関する集中審議）について議論が行われた。高市政権の発足後、初めて

の開催。 

本日の会議では、総合経済対策の策定（令和７年１０月２１日内閣総理大臣指示）、日本成長戦略会

議で示された重点施策等をもとに、意見交換が行われた。 

内閣総理大臣指示の「総合経済体制の策定について」では、 

（１）生活の安全保障・物価高への対応 

（２）危機管理投資・成長投資による強い経済の実現 

（３）防衛力・外交力の強化 

を経済対策の３本柱としている。 

「（１）生活の安全保障・物価高への対応」では、 

 ①足元の物価高に対しては、重点支援地方交付金により地域のニーズにきめ細かく対応 

 ②医療・介護等について、職員の方々の処遇を改善するとともに、経営改善支援を行う 

こと等が盛り込まれている。 

財政制度等審議会 財政制度分科会 

◇建議とりまとめ（2025.12.2） 

１2 月 2日、財務省は、財政制度審議会 財政制度等分科会を開催し、令和８年度予算の編成等に

関する建議を取りまとめ、片山財務相に手交した。

建議では、「『強い経済』の構築に向け、官民の積極的な投資の促進など戦略的な財政運営を行うと同

時に、財政に対する市場からの信頼を確実なものにすることが重要であり、経済再生と財政健全化を両
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立させるものとすべき」としている。

社会保障については、「『骨太方針 2025」では、改革を通じた保険料負担の抑制努力の継続と経済・

物価動向等への的確な対応が求められており、その双方に応えるものとする必要。経済・物価動向等

への対応に当たっては、まずは客観的データに基づく精査を徹底した上で、官民を挙げた賃上げの成果

を損なわないよう、極力、可処分所得の拡大につながる内容としなければならない。過去 30年間、生

産性が伸び悩むまま、就業者数を増加させてきた医療・介護産業において、より少ない就業者で質の高

いサービスが提供できるよう、効率的で持続可能な産業構造への転換が不可欠」としている。 
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◇（2025.11.20） 

１１月 20 日、財務省は、財政制度審議会 財政制度等分科会を開催し、とりまとめに向けた審議を行

った（資料は非公開）。 

◇（2025.11.11） 

１１月１１日、財務省は、財政制度審議会 財政制度等分科会を開催し、文教・科学技術、防衛、社会

保障②について協議を行った。下記の方向性等が示された。 

【今後の介護保険制度の方向性（総括）】 

介護保険制度については、「現役世代の保険料負担の増加を抑制し、制度の持続可能性を確保する

ため、３年に１度の制度改革の年にあたり、高齢化・人口減少下での負担の公平化や、給付の効率化・

適正化のための制度改革を実施すべき」との方向性を示した。 

【介護分野の職員の処遇改善】 

物価・経済動向が変化する中で、介護分野の職員の処遇改善は喫緊の課題としたが、現役世代の保

険料負担の増加を抑制するために、しっかりとした制度改革が必要としている。 

介護テクノロジーの活用や経営の大規模化等による業務の効率化が不可欠であり、介護分野の職員の

処遇改善について、「業務の効率化分を賃上げの原資」としていくことが重要であるとしている。 

また、個々の職員に着目すると 4.6％の賃上げが実現していることに留意が必要であり、今後明らかにな

る令和７年度における賃上げの状況も踏まえて検討する必要あるとした。 

【利用者負担の見直し】 

介護保険の利用者負担については、２割、３割負担の導入を進めてきているが、「増加する介護費用を

より公平に支え合う観点から、２割負担の対象者の拡大を図るべき」としている。 
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【ケアマネジメントの利用者負担の導入】 

ケアマネジメントについては、「利用者が本来負担すべきケアマネジメントに係る費用を現役世代の保険

料で肩代わりしつづけることは、世代間の公平の観点からも不合理であり、利用者負担を導入すべき」と

している。 

【医療介護分野における人材紹介】 

医療機関・介護事業者から、人材紹介手数料が経営上大きな負担になっているとの声があることから、

「認定事業者の活用促進に向けた報酬制度上のインセンティブ付け等の対応を検討すべき」「ハローワ

ークに医療・福祉に特化した窓口を設ける」ことなどが示された。 

また、診療報酬・介護報酬等において、一定の期間を超えて配置基準を満たさない場合に減算等の仕

組みが設けられているが、「時間的猶予の緩和など柔軟な運用についても検討すべき」としている。 

【障害福祉分野の職員の処遇改善】 

物価・経済動向が変化する中で、障害福祉分野の職員の処遇改善は喫緊の課題としたが、改革の方

向性では、「介護分野の処遇改善に向けた対応を睨みつつ、事業者の経営形態やサービス内容に応じ

た効果的な対応を検討する必要」「生産性向上を通じた業務省力化・効率化が不可欠」としている。
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◇（2025.11.5） 

11 月 5日、財務省は、財政制度等審議会 財政制度分科会を開催し、財政総論、地方財政、社会保

障①について協議を行った。

財政総論についてでは、ポイントとして下記事項等が示された。

〇人口減少・供給制約の下、持続的な経済成長を実現するためには、イノベーション、資本、労働を強

化し供給力の強化に取り組み、「強い経済」を構築することが重要。 

〇これまでも、防衛、子ども、ＧＸ、ＡＩ・半導体といった重点分野への投資は、複数年度にまたがる計画

等に基づき、財源を確保しながら積極的・計画的に実行。「強い経済」の構築に向け、官民の積極的

な投資の促進など戦略的な財政運営を行うと同時に、財政に対する市場からの信認を確実なものす

ることが重要であり、経済再生と財政健全化を両立。 

〇予算編成においては、日本経済が新たなステージに移行しつつあることが明確になる中で、経済・物

価動向等を適切に反映。あわせて、社会保障制度改革に取り組み、現役世代の社会保険料負担を

最大限抑制することが重要。 

社会保障①では、ポイントとして下記事項等が示された。

【総論】 

〇社会保障について、「骨太方針 2025」では、改革を通じた保険料負担の抑制努力の継続と経済・物

価動向等への的確な対応が求められており、その双方に応えるものとする必要。 

〇経済・物価動向等への対応に当たっては、まずは客観的データに基づく精査を徹底した上で、官民を

挙げた賃上げの成果を損なわないよう、現役世代の保険料負担の増による可処分所得の抑制を回

避することが最低限の要請。賃上げ努力の成果や保険料負担の抑制努力とあわせて、極力、可処

分所得の拡大につながる内容としなければならない。 

〇経済・物価動向等への対応に当たっては、まずは客観的データに基づく精査を徹底した上で、官民を
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挙げた賃上げの成果を損なわないよう、現役世代の保険料負担の増による可処分所得の抑制を回

避することが最低限の要請。賃上げ努力の成果や保険料負担の抑制努力とあわせて、極力、可処

分所得の拡大につながる内容としなければならない。

人口戦略本部 

◇第 1回（2025.11.8） 

政府は 11月 18 日に、こども・子育て政策を含む人口減少対策を総合的に推進するため人口戦略本

部（本部長：高市総理大臣）を設置し、第 1回会合を開催した。

高市総理は、「自ら選んだ地域で住み続けられる社会を実現するため、地域に必要な社会保障サービ

スの維持、少子化対策の推進、安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生、付加価値創出型の

新しい地方経済の創生、外国人材との共生を始めとする人口減少対策を総合的に推進する」と述べ

た。

また、高市総理大臣は各大臣に対し 

・給付と負担の在り方の見直しを含めた社会保障改革を進めること 

・少子化・人口減少のトレンドの反転に向けて、将来的な更なる少子化対策の在り方を検討すること 

・地方経済の再生と成長を実現するため、年内に総合戦略をとりまとめる。人口減少に対応した地方自

治の在り方についても総合的に検討すること 

等を指示した。
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＜会 議＞ 

規制改革推進会議 

◇第 25回（2025.10.16） 

10 月 16 日、内閣府は第 25回規制改革推進会議を開催し、議長の互選を行い、冨田哲郎 東日本

旅客鉄道株式会社相談役が選任された。

また、ワーキング・グループの座長・構成員も引き続き同メンバーが選任された。

◇第 24回（2025.10.3） 

10 月 16 日、内閣府は第 25回規制改革推進会議を開催し、規制・制度改革の更なる発展・深化に

ついて協議を行った。

規制・制度改革の更なる発展・深化についてでは、以下のとおり検討課題案が示され、協議が行われ

た。

石破内閣は、「地方創生」「賃金向上、人手不足対応」「投資大国」「防災・減災」の 4本柱で規制改革

に取り組んできた。同会議は、賃金向上、人手不足対応の検討課題例として、「医療・介護分野におけ

るタスク・シフト／シェアの促進」「地域の実情に応じた介護サービス提供体制の見直し」などをあげた。

また、国民生活に密着し社会・経済的に重要性が高い分野について、デジタル・ＡＩなどのテクノロジーの

社会実装や利用者目線の改革を徹底していくことが課題としており、介護においても AI・デジタル活用の

促進などが、検討課題としてあげられている。 

２．規制改革 
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規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ 

◇第 7回（2025.12.3） 

内閣府は 12月 3日、第 7回規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループを開催し、

「特定施設等における人員配置基準の特例的な柔軟化などの推進」「規制改革ホットライン処理方針」

について協議を行った。

◇第 6回（2025.10.29） 

内閣府は 10月 29 日、第 6回規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループを開催

し、「全国がん登録及び院内がん登録の更なる利活用に向けた整備」「規制改革ホットライン処理方針」

について協議を行った。
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＜会 議＞ 

地域未来戦略本部 

◇第 1回（2025.12.4） 

12 月 4日に、政府は地域経済の活性化に必要な施策を検討する「地域未来戦略本部」の初会合を

開いた。

高市総理大臣は、 

・地方には可能性を秘めた魅力あふれる地域資源が多数存在。地方の伸び代を最大限いかすために、

各知事が主導する「地場産業」の成長プランを強力に後押しすること 

・その付加価値向上と販路開拓を支援する政策パッケージを来年５月頃目途に策定すること 

・具体的支援策として、新たに「地域未来交付金」を設けること 

・重要なインフラである産業用地の確保や地域のエッセンシャルサービスの維持向上を実現するための

法制的措置を検討すること 

等を指示した。 

「地域未来戦略本部」の設置を閣議決定（2025.11.11） 

政府は、11 月 11 日、地方創生実現に向けた「地域未来戦略本部」の設置を閣議決定した。本部長は

高市総理大臣。 

これまでの地方創生の取り組みに加え、産業拠点の形成や地場産業の付加価値向上など、経済に重

点を置いた政策を検討する。 

石破政権が創設した「新しい地方経済・生活環境創生本部」は廃止。廃止前の新しい地方経済・生活

環境創生本部が検討した事項等については、本部に引き継がれる。 

３．地方創生・地方分権等 
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地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会 

◇第 184 回（2025.11.13） 

内閣官房は 11月 13 日、第 64回地方分権改革有識者会議・第 184 回提案募集検討専門部会を

合同で開催し、令和７年の地方からの提案等に関する対応方針（案）について協議を行った。 

福祉分野に関する事項は以下のとおり。 



- 19 -

＜会議等＞ 

社会保障審議会 福祉部会

【検討スケジュール】 

◇第 32回（2025.12.15）、報告書公表（2025.12.18） 

12 月 15 日、厚生労働省は第 32回社会保障審議会福祉部会（部会長：菊池馨実早稲田大学理

事・法学学術院教授）を開催した。

今回は、これまでの協議をふまえた報告書案が示され、協議が行われた後、概ね了承され、12 月 18

日に公表された。

４．社会福祉法人等 
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◇第 31回（2025.11.17） 

11 月 17 日、厚生労働省は第 31回社会保障審議会福祉部会（部会長：菊池馨実早稲田大学理

事・法学学術院教授）を開催した。

今回は、「これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況」「介護保険部会における議論の状

況」「福祉人材確保専門委員会における議論の整理」について、それぞれ協議をふまえた検討の方向

性が示され、協議が行われた。（以下、一部抜粋） 
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福祉部会において、鳥田委員（東京都社会福祉協議会 副会長）は、新たな事業について、 

（１）自治体の役割の明確化 

（２）判断能力が不十分な者への支援と身寄りのない高齢者等への支援の別事業化 

（３）利用料金が高額にならないような仕組みの検討 

等について意見書を提出し発言するともに、全社協が１０月２０日に厚生労働大臣に提出した「身寄り

のない高齢者等への支援にかかる「新たな事業」に関する要望」を参考資料として提出した。 

１．地域共生社会の更なる展開について



- 22 -

２．身寄りのない高齢者等への対応
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３．社会福祉法人制度・ 社会福祉連携推進法人制度の在り方について
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４．災害に備えた福祉的支援体制について 
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５．共同募金事業の在り方について 

＜通知・公表＞ 

社会福祉連携推進法人の設立状況（2025.11.30）

厚生労働省は、令和 7年 11月 30 日時点の社会福祉連携推進法人の設立状況を公表した。「社会

福祉連携推進法人」制度は社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図

るための取組等を行うものとして令和 4年 4月 1日より開始した。令和 7年 11月 30 日現在、認定

があった社会福祉法人は 33法人となっている。
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Oおうせいろ

＜会   議＞ 

社会保障審議会介護給付費分科会 

◇第 250回（2025.12.12） 

12 月 12 日、厚生労働省は第 250 回社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長：田辺国昭東

京大学大学院法学政治学研究科教授）を開催した。 

今回は、介護人材確保に向けた処遇改善等の課題及び改定検証調査の集計状況について報告・協

議が行われた。 

介護報酬は、原則 3年に 1度改定され、次回改定は令和９年度だが、11 月に閣議決定された総合

経済対策で「他職種と遜色のない処遇改善に向けて令和８年度介護報酬改定において、必要な対応

を行う」と、臨時改定について明記された。 

介護人材確保に向けた処遇改善等の課題についてでは、介護職員等の処遇改善に向け、令和 8年度

に介護報酬を臨時改定する案が示された。施行時期は令和 8年 6月。 

また、処遇改善加算の対象範囲として、介護支援専門員等の介護職員以外の介護従事者を対象とす

ることや、訪問看護及び介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーショ

ン並びに居宅介護支援及び介護予防支援を算定対象とする案が示された。 

５．高齢者 
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◇第 249回（2025.12.3） 

12 月 3日、厚生労働省は第 249 回社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長：田辺国昭東京

大学大学院法学政治学研究科教授）を開催した。 

今回は、「令和７年度介護事業経営概況調査の結果」「介護人材確保に向けた処遇改善等の課題」

「基準費用額」について協議が行われた。 

令和７年度介護事業経営概況調査の結果は、11 月 26 日介護事業経営調査委員会を参照。 

【令和８年度介護報酬改定における処遇改善の考え方】 

介護人材確保に向けた処遇改善等の課題では、令和 8年度介護報酬改定における処遇改善の考え

方の論点として、下記が示され協議が行われた。 
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【基準費用額】 

介護保険施設における食事提供に要する平均的な費用の額と基準費用額との差が生じている状況を

踏まえ、必要な対応について協議が行われた。 

◇第 248回（2025.11.21） 

11 月 21 日、厚生労働省は第 248 回社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長：田辺国昭東

京大学大学院法学政治学研究科教授）を開催した。 

今回は、「介護人材確保に向けた処遇改善等の課題」について、これまでの協議をふまえ現状と課題及

び論点が示され、協議が行われた。 

処遇改善加算は、基準上介護職員が配置されていないサービス（居宅介護支援、訪問看護等）につい

ては、対象外となっている。 

介護分野においては、介護職員と同様に介護支援専門員などの専門職の給与も全産業と差があり、人

材不足が深刻になっているとし、処遇改善加算の対象範囲の拡大について協議を行った。 
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また、介護人材の確保については、人材確保の阻害要因の一つとして、人材紹介会社への高額な手数

料の支払いなども指摘され、その背景には、人員基準欠如による３割減算があることが指摘されてい

る。 

職員の処遇改善のための措置の実効性を担保する観点から、緊急的に対応する必要があると考えられ

る取組（例えば、退職者の発生から新たな人員の確保までに一定の時間がかかる）についての対応が

論点としてあげられている。 

社会保障審議会介護給付費分科会 介護事業経営調査委員会 

◇第 42回（2025.11.26） 

11 月 26 日、厚生労働省は第 42回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会

（委員長：田辺国昭東京大学大学院法学政治学研究科教授）を開催し、令和７年度介護事業経営概

況調査の結果について報告・協議を行った。 

本調査結果は、次期介護保険制度の改正及び介護報酬の 改定に必要な基礎資料となる。 

令和 6年度の収支（税引前収支差率）では、すべてサービスが黒字で、全体の平均は 4.7％だった。介

護老人福祉施設は 1.4％、訪問介護は 9.6％。物価高騰対策関連補助金を含んでいない。 

各介護サービスにおける収支差率は以下のとおり。 
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社会保障審議会介護保険部会

◇第 131回（2025.12.15） 

12 月 15 日に、厚生労働省は、第 131 回社会保障審議会・介護保険部会（部会長：菊池馨実早稲

田大学理事・法学学術院教授）を開催し、取りまとめに向けた議論を行った。

今回は、前回に引き続き「持続可能性の確保」のうち、①「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基

準、②補足給付に関する給付の在り方、③ケアマネジメントに関する給付の在り方について協議を行っ

た。 

【「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準】 

これまでの協議をふまえ、利用者への影響を緩和するための配慮措置等を含め下記のとおり検討の方

向性が示された。 

【ケアマネジメントに関する給付の在り方】

有料老人ホームについて、「登録制といった事前規制の導入を検討する。」としたうえで、「入居者への

ケアマネジメントの独立制の担保や相談支援の機能強化の観点から、居宅のケアマネジメントとは別に、

登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム（特定施設を除く。）の入居者に係るケアプラン

作成と生活相談のニーズに対応する新たな相談支援の類型を創設する」との案が示された。
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◇第 130回（2025.12.1） 

12 月 1日に、厚生労働省は、第 130 回社会保障審議会・介護保険部会（部会長：菊池馨実早稲田

大学理事・法学学術院教授）を開催し、「持続可能性の確保」について、①「一定以上所得」、「現役並

み所得」の判断基準、②補足給付に関する給付の在り方、③ケアマネジメントに関する給付の在り方に

ついて協議を行った。

【「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準】 

部会では、これまで、「現在の２割負担対象者以外にも、相対的に負担能力があり、負担が可能と考え

られる方に、２割負担の対象範囲を拡げる」、「負担に金融資産の保有状況を反映する」等の考え方が
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示され、協議が行われている。

部会では、範囲を拡大する場合に想定される所得基準について、粗い財政効果等の試算を示した。

【ケアマネジメントに関する給付の在り方】 

他のサービスとの公平性の観点等から幅広い利用者に利用者負担を求めること、利用控えの懸念に配

慮し利用者の所得を勘案すること、特定施設入居者生活介護以外の「住宅型」有料老人ホーム（該当

するサービス付き高齢者向け住宅を含む）の入居者に係るケアマネジメントについて、利用者負担を求

めること等について協議が行われた。
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【地域包括ケアシステムの深化：相談支援等の在り方】 

身寄りのない高齢者等への支援に向けた地域ケア会議の活用促進等について、 

・身寄りのない高齢者等を始めとした高齢者の生活ニーズ等を地域課題として解決していくには、基本

的には市町村が主体となって関係者を含めて地域全体で対応を協議し、必要に応じて社会資源の

創出を図るなど、利用者への切れ目のない支援が提供される地域づくりを推進することが必要 

・身寄りのない高齢者等に対する相談体制の充実を図るため、地域包括支援センターが実施する包

括的支援事業（総合相談支援事業）において、身寄りのない高齢者等への相談対応を行うことを明

確化 

等が方向性として示された。 
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◇第 129回（2025.11.20） 

１１月 20 日に、厚生労働省は、第 129 回社会保障審議会・介護保険部会（部会長：菊池馨実早稲田

大学理事・法学学術院教授）を開催し、「介護保険制度に関するその他の課題」「持続可能性の確保」

等について協議を行った。

【「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準】 

介護サービスの利用者負担は、原則１割で、「一定以上の所得」がある人は２割、「現役並み所得」のあ

る人は３割となっている。

部会では、「一定以上所得」についての考え方として、 

・現在の２割負担対象者以外にも、相対的に負担能力があり、負担が可能と考えられる方に、２割負担

の対象範囲を拡げる 

・負担に金融資産の保有状況を反映すること 

等の考え方が示された。 
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【ケアマネジメントに係る給付の在り方】

ケアマネジメントの利用者負担については、「利用控えの懸念に配慮する観点から、ケアマネジメントの利

用者負担の判断に当たって、利用者の所得状況を勘案する」との考え方が示された。
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【軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方】

軽度者（要介護１・２の者）の訪問・通所介護を「総合事業」に移行させる論点については、「引き続き、

包括的に検討を行う」との考え方を示した。 

軽度者には認知症の方も一定数見られること、総合事業は、「市町村において、要支援者の自立生活

を支える生活支援サービスの受け皿の確保など、総合事業の見直しに向けた取組が進められている途

上」であるとしている。 

◇第 128回（2025.11.10） 

11 月 10 日、厚生労働省は第 128 回社会保障審議会介護保険部会（部会長：菊池馨実早稲田大

学理事・法学学術院教授）を開催し、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構

築等」「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」「地域包括ケアシステム

の深化（高齢者向け住まい）」について協議を行った。

地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組みとして、中山間・人口減少地域に限定し

て、「特例介護サービスに新たな類型を設ける」ことが提案された。前提として、都道府県・市町村が、

介護保険事業（支援）計画の中で人材確保や生産性向上（ICT 活用等）などに取り組んでおり、「それで

もサービスの維持・確保のためにやむを得ない場合」に検討する。新たな類型の対象地域は都道府県

が設定する。 

「新たな類型」の報酬に関しては、介護事業者が現行の出来高払いと、「利用回数に左右されない月単

位の定額報酬（包括的な評価の仕組み）」のいずれかを選択できるようにすることを示した。 

希望する自治体が、第１０期計画期間（令和８～令和１1年度）中に実施できるよう、対象サービスや運

営基準を社会保障審議会・介護給付費分科会で議論する。 

給付による特例の仕組みを活用しても、なお、サービス提供体制を維持することが困難なケースが想定

されることから、「給付の仕組みに代えて、市町村が関与する事業により、給付と同様に介護保険財源

を活用し、事業者がサービス提供を可能とする」ことが提案された。 
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◇第 127回（2025.10.27） 

10 月 27 日、厚生労働省は第 127 回社会保障審議会介護保険部会（部会長：菊池馨実早稲田大

学理事・法学学術院教授）を開催し、「介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援

等」「地域包括ケアシステムの深化（相談支援の在り方）」「持続可能性の確保」について協議を行った。

「介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等」についてでは、10 月 20 日に開催さ

れた福祉人材確保専門委員会における人材確保のためのプラットフォームについての議論を踏まえ、

職場環境改善・生産性向上・経営改善支援等について、検討の方向性について協議を行った。

【ケアマネジャー資格】

ケアマネジャー資格について、受験に必要な実務経験を５年から３年に見直すほか、受験資格の対象と

なる法定資格に公認心理師、救命救急士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士を加える

ことが示された。

また、現行の 5年ごとの更新研修受講を要件とする更新性の仕組みを廃止することが示された。ただ

し、専門職としての新たな知識などの修得は重要とし、定期的な研修の受講を行うことを求めている。
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【カスタマーハラスメント対策】 

本年 6月に成立した改正労働施策総合推進法の内容を踏まえ、すべての介護事業者に対し、運営基

準等に関する省令の改正を通じて、現行のセクハラ、パワハラ対策に加え、カスハラへの対応も義務付

ける方針が示された。

事業者向けの「介護現場のハラスメント対策マニュアル」も改定予定。 

◇第 126回（2025.10.9） 

10 月 9日、厚生労働省は第 126 回社会保障審議会介護保険部会（部会長：菊池馨実早稲田大学

理事・法学学術院教授）を開催し、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築

等」「地域包括ケアシステムの深化（相談支援の在り方）」について協議を行った。

「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」についてでは、論点として下記 7

点が示され、それぞれ現状と課題が示されたのち、協議が行われた。

①地域の類型の考え方 

②地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み 

③地域の実情に応じた包括的な評価の仕組 

④介護サービスを事業として実施する仕組み 

⑤介護事業者の連携強化 

⑥地域の実情に応じた既存施設の有効活用 

⑦調整交付金の在り方

「地域包括ケアシステムの深化（相談支援の在り方）」についてでは、論点として下記 3点が示され、そ

れぞれ現状と課題が示されたのち、協議が行われた。

①身寄りのない高齢者等の抱える生活課題への対応に向けた地域ネットワーク・相談体制の充実に向

けた取組の推進 

 （ⅰ）身寄りのない高齢者等への支援に資する地域ケア会議の活用推進、相談体制の充実等 

 （ⅱ）介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの在り方の見直し 

②災害等の有事に備えた地域包括支援センターの体制整備 

③過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み 
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有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会

◇とりまとめ（2025.11.5） 

11 月 5日、厚生労働省は有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とり

まとめを公表した。

とりまとめでは、有料老人ホームに係る現状・諸課題を明らかにするとともに、対応の方向性について下

記のとおり整理している。
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＜通知・公表＞ 

令和７年度介護職員等の職場環境や処遇に関する実態調査結果（速報値）（2025.11.13） 

11 月 13 日、厚生労働省は令和７年度介護職員等の職場環境や処遇に関する実態調査結果（速報

値）を公表した。

主な結果は以下のとおり。
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「介護現場における幅広い職種の賃上げ実現のための賃上げ状況調査」結果報告（2025.11.12） 

11 月 12 日、13 の介護関係団体は、『【緊急！】【骨太方針 2025 記載】「介護現場における幅広い職

種の賃上げ実現のための賃上げ状況調査」』の調査結果の報告及び、今後の対応等について記者会

見を行った。

調査団体及び主な調査結果は以下のとおり。

○調査団体（13 団体）

全国老人保健施設協会、全国老人福祉施設協議会、日本認知症グループホーム協会、日本慢性

期医療協会（介護医療院）、全国介護事業者連盟、高齢者住まい事業者団体連合会、『民間事業

者の質を高める』全国介護事業者協議会、日本在宅介護協会、全国社会福祉法人経営者協議

会、日本福祉用具供給協会、日本看護協会、日本介護支援専門員協会、全国デイ・ケア協会 
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東京商工リサーチ 訪問介護事業所の倒産件数が最多を更新（2025.12.3） 

12 月 3日、訪問介護事業者の倒産が年間最多を更新したことが、東京商工リサーチ（TSR）の調査で

わかった。2025 年の倒産は 11月末までに 85 件に達し、2023 年から 3年連続で年最多を更新し

た。

原因別では、大手との競争やヘルパー不足による利用者減少、介護報酬のマイナス改定などによる売

上不振が 71件（構成比 83.5％）であった。 

事業規模では、従業員 10名未満が 74件（同 87.0％）、負債額別でも 1億円未満が 76件（同

89.4％）と小規模事業所の件数が多いが、負債 1億円以上も 9件（同 10.5％）発生している。
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＜会 議＞ 

障害者政策委員会 

◇第 86回（2025.11.19） 

11 月 19 日、内閣府は第 86回障害者政策委員会（部会長：熊谷晋一郎 東京大学先端科学技

術研究センター教授）を開催した。

前回に引き続き障害者基本計画(第 5次)実施状況の「各分野における障害者施策の基本的な方

向」のうち、今回は下記 3点について報告が行われた後、協議が行われた。

⑥保健・医療の推進 

⑦自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

⑨雇用・就業、経済的自立の支援 

◇第 85回（2025.10.28） 

10 月 28 日、内閣府は第 85回障害者政策委員会（部会長：熊谷晋一郎 東京大学先端科学技

術研究センター教授）を開催した。

今回は障害者基本計画(第 5次)の実施状況の確認として、主に下記４点について協議が行われた。

①差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

②安全・安心な生活環境の整備 

③情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

④防災、防犯等の推進

社会保障審議会障害者部会 

◇第 153回（2025.12.8） 

12 月 8日、厚生労働省は第 153 回社会保障審議会障害者部会（部会長：菊池馨実早稲田大学

理事・法学学術院教授）を第 17回こども家庭審議会障害児支援部会と合同で開催した。

今回は前回に引き続き障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて、これ

までの協議をふまえた改正案が示され、協議が行われた。

また、地域差の是正・指定の在り方に係る対応について、近年、障害福祉サービス提供量が増加し続

けている地域がある一方で、相対的に提供体制が薄い地域が存在し、結果的に利用者のニーズへの

６．障害者 

【第５次障害者基本計画に関する各分野における障害者施策の基本的な方向】 

①差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

②安全・安心な生活環境の整備 . 

③情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

④防災、防犯等の推進  

⑤行政等における配慮の充実  

⑥保健・医療の推進  

⑦自立した生活の支援・意思決定支援の推進  

⑧教育の振興  

⑨雇用・就業、経済的自立の支援 . 

⑩文化芸術活動・スポーツ等の振興  

⑪国際社会での協力・連携の推進  
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対応状況にばらつき（地域差）が大きくなっている状況をふまえ、下記のとおり対応の方向性案と対応

案の大枠が示され、協議が行われた。 

【対応の方向性（案）】 

以下の対応を総合的に実施することとしてはどうか。 

（１） 地域差を是正し、サービス供給が計画的かつ効率的に行われるための方策 

（2） 地域のニーズに沿ったサービス提供体制確保のための指定の在り方 

（3） サービスの質の確保のための方策 

また、2040 年に向けた障害福祉サービスの提供体制について、下記 3点について現状課題と今後

の方向性が示され、協議が行われた。 

①中山間・人口減少地域に置けるサービス提供体制の確保
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②人材確保・生産性向上等 

③地域における包括的な支援体制の構築 
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◇第 152回（2025.11.10） 

11 月 10 日、厚生労働省は第 152 回社会保障審議会障害者部会（部会長：菊池馨実早稲田大学

理事・法学学術院教授）を開催した。

今回は障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しにあたり、これまでの協議をふま

え改正案が示され、協議が行われた。 

新たな成果目標として、「就労選択支援」の推進に向けて、自立支援協議会の設置圏域ごとに就労

選択支援事業所を１事業所以上設置、令和 11年度の就労選択支援を利用する障害者を 82,000

人以上とするとした。 

新たに人材確保・定着・生産性の向上を目標項目に位置付け、都道府県におけるワンストップ窓口の

設置や、職場・経営環境改善に向けた関係者協議会の設置などを成果目標とした。 
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◇第 151回（2025.10.20） 

10 月 20 日、厚生労働省は第 151 回社会保障審議会障害者部会（部会長：菊池馨実早稲田大学

理事・法学学術院教授）を開催した。

今回の部会では、障害福祉サービスの地域差を是正するために、「対応する必要がある地域差」の考

え方を整理した上で、具体的な対応策の検討が必要とし、基本的な考え方等を示した。標準的・類

型的なサービス利用像ではなく、活用可能なデータ等から地域差を捉えることを提案した。 
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◇第 150回（2025.10.１） 

10 月 1日、厚生労働省は第 150 回社会保障審議会障害者部会（部会長：菊池馨実早稲田大学

理事・法学学術院教授）を開催した。

今回は障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて、主に下記 2点につい

て議論が行われた。

１．地域差の是正に向けた対応について 

  （論点）サービス別・市町村別(障害福祉圏域別)の利用者や伸び率(2021 年度の利用者数と

2023 年度利用者数との比較含む)に係る資料を踏まえて、障害福祉サービス利用に係る

地域差についてどう考えるか。  

       ○地域差についてどのように捉えるのか。 

○ばらつきのある地域差の是正に向けて、どのように対応するか。 

 2．サービス見込み量の在り方について  

  （論点）地域差の是正の観点も踏まえ、サービス見込み量をどのように設定するべきか。 

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 

◇第 51回（2025.12.16） 

12 月 16 日、厚生労働省は第 51回障害福祉サービス等報酬改定検討チームを開催した。

今回は、令和６年度報酬改定後の状況を踏まえた課題について協議が行われた。

障害福祉サービスの費用が急激に増大している状況をふまえ、令和８年度に臨時応急的な見直しと

して、「収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型（就労継続支援Ｂ型、共同生活援

助（介護サービス包括型・日中サービス支援型）、児童発達支援、放課後等デイサービス）について、

それぞれの収支差率に応じて、新規事業所に限り、令和８年度について一定程度引き下げた基本報

酬を適用する（既存事業所については従前どおり）」案が示された。
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◇第 50回（2025.12.11） 

12 月 11 日、厚生労働省は第 50回障害福祉サービス等報酬改定検討チームを開催した。

前回に引き続き、関係団体へのヒアリングが行われ、2団体(全国地域で暮らそうネットワーク、日本

相談支援専門員協会)による報告のほか、書面実施のヒアリングとして 27団体(全日本ろうあ連盟、

全国医療的ケア児者支援協議会、全国肢体不自由児者父母の会連合会、全国重症心身障害日

中活動支援協議会、全国精神障害者福祉事業者協会、全国手をつなぐ育成会連合会、日本自閉

症協会、日本発達障害ネットワーク、きょうされん、全国精神保健福祉会連合会、全国脊髄損傷者

連合会、日本重症心身障害福祉協会、日本精神科病院協会、全国重症心身障害児（者）を守る
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会、日本視覚障害者団体連合、障害者自立支援法違憲訴訟団、障害のある人と援助者でつくる日

本グループホーム学会、全国医療的ケアライン、全国障害者自立訓練事業所協議会、全国自立生

活センター協議会、ＤＰＩ日本会議、就労継続支援Ａ型事業所全国協議会、全国就業支援ネットワー

ク、全国就労移行支援事業所連絡協議会、全国精神障害者地域生活支援協議会、日本失語症協

議会、日本高次脳機能障害友の会)から資料が共有された。

また、障害福祉分野の処遇改善等に係る論点について下記 2点の今後の検討の方向性を示した。 

また、令和 6年度報酬改定後の状況を踏まえた課題についても今後の検討の方向性を示された。 
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◇第 49回（2025.12.4） 

12 月 4日、厚生労働省は第 49回障害福祉サービス等報酬改定検討チームの協議が行われた。

今回は関係団体へのヒアリングが行われ、6団体（日本知的障害者福祉協会、全国介護事業者連

盟、全国社会就労センター協議会、全国身体障害者施設協議会、全国地域生活支援ネットワーク、

全国児童発達支援協議会）からヒアリングを行った。 

全国社会就労センター協議会は、下記事項について意見を述べた。 

○障害福祉サービス等の報酬制度の簡素化 

○Ｂ型事業における平均工賃月額の算定式のさらなる改善 

○就労継続支援Ｂ型事業の設置目的を達成するための施策の導入 

○就労系事業における総費用額の伸びの抑制に繋がる悪質事業者を排除する取り組み 

○処遇改善の抜本的拡充 等 

全国身体障害者施設協議会は、下記事項について意見を述べた。 

○ニーズに基づいた障害福祉サービスが提供されるための公的責任に基づく財源の確保 

○施設入所支援における一人当たり費用が増加している要因の適切な評価 

○グループホームのサービスの質評価の強化 

○処遇改善の抜本的拡充 

○日中活動の敷地外実施に向けた施設入所支援の報酬水準の大幅な引上げ 

○夜勤をはじめとする変則勤務可能な人材の確保や、食材料費・光熱水費等の高騰への対応等 

◇第 48回（2025.11.25） 

11 月 25 日、厚生労働省は第 48回障害福祉サービス等報酬改定検討チームの協議が行われた。

会議では、「令和 7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果」、「令和７年障害

福祉サービス等経営概況調査の結果」が示され、協議が行われた。

令和 7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果の主な結果は以下のとおり。



- 65 -

令和 7年障害福祉サービス等の経営概況調査の主な結果は、以下のとおり。

○収支差の状況
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また、令和 6年度報酬改定後の動向について報告が行われた後、協議が行われた。

令和６年度報酬改定後の状況については、以下のとおり。 

＜通知・公表＞ 

障害福祉現場の賃上げ状況調査の結果（2025.10.21）

10 月 21 日、障害福祉関係８団体（日本知的障害者福祉協会/全国社会就労センター協議会/全

国身体障害者施設協議会/全国社会福祉法人経営者協議会/全国身体障害者福祉施設協議会/

日本相談支援専門員協会/全国介護事業者連盟/全国児童発達支援協議会）は、「障害福祉現場

の賃上げ状況調査」の結果を公表した。 

主な結果は以下のとおり。 
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＜会  議＞ 

こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会 

◇第 12回（2025.10.20） 

10 月 20 日、こども家庭庁は第 12回こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会（分科会長：鈴

木みゆき國學院大學人間開発学部子ども支援学科教授）を開催し、「令和 8年度予算概算要求」「こ

ども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況」「公定価格」について報告・協議を行った。

公定価格についてでは、令和８年度予算編成過程で検討する保育所等の公定価格の見直しについて

下記のとおり検討事項が示された。

こども家庭審議会 基本政策部会 

◇第 18回（2025.11.27） 

11 月 27 日、こども家庭庁は第 18回こども家庭審議会 基本政策部会（分科会長：秋田喜代美学習

院大学文学部教授）を開催し、「こどもまんなか実行計画の在り方」「こどもまんなか実行計画 2025 の

検証・評価」について報告・協議を行った。

こどもまんなか実行計画の在り方については、下記のとおり案が示された。

７．子ども・家庭福祉 
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こどもまんなか実行計画 2025 の検証・評価についてでは、実行計画 2025 に示した事項に関する施策

等の実施状況について報告が行われた後、協議が行われた。

こども家庭審議会 基本政策部会こども・若者参画及び意見反映専門委員会 

◇第 11回（2025.10.29） 

10 月 29 日、こども家庭庁は、第 11回こども家庭審議会 基本政策部会こども・若者参画及び意見反

映専門委員会（委員長：土肥潤也 特定非営利活動法人わかもののまち代表理事）を開催し、「委員の

改選」「これまでの意見反映に係る取組状況」「今後の進め方」等について協議を行った。

今後の進め方についてでは、今後議論していきたい論点として下記が示された。
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こども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会保育専門委員会 

◇第 3回（2025.11.25） 

11 月 25 日、第 3回こども家庭庁のこども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会 保育専門委員

会（部会長：秋田喜代美 学習院大学文学部教授、東京大学名誉教授）が開催された。

今回は、「育みたい資質・能力の在り方」「資質・能力の育成に向けた内容の改善・充実」について協議

が行われた。

「はぐくみたい資質・能力の在り方」については、学びに向かう力、人間性等の今後の整理イメージ（素案）

が示され、協議が行われた。

資質・能力の育成に向けた内容の改善・充実についてでは、前回協議をふまえ、保育内容の改善・充実

の方向性の修正案が示され、協議が行われた。

◇第 2回（2025.11.17） 

10 月 22 日、第 2回こども家庭庁のこども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会 保育専門委

員会（部会長：秋田喜代美 学習院大学文学部教授、東京大学名誉教授）が開催された。

今回は、「資質・能力の育成に向けた内容の改善・充実等について」「関係団体ヒアリング」について協議

が行われた。

資質・能力の育成に向けた内容の改善・充実等についてでは、乳児、乳幼児、幼児の年齢に応じた保

育の内容の改善・充実の方向性案が示され、協議が行われた。
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関係団体ヒアリングでは、日本保育保健協議会、日本栄養士会から報告が行われた後、意見交換が行

われた。
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◇第 1回（2025.10.22） 

10 月 22 日、こども家庭庁のこども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会の「保育専門委員会

（部会長：秋田喜代美 学習院大学文学部教授、東京大学名誉教授）」と、文部科学省の中央教育審

議会 教育課程部会の「幼児教育ワーキンググループ」が合同開催された。

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の一層の整合性及び小

学校学習指導要領等との連続性を図るため、「１．遊びの中での直接的・具体的な体験の一層の充実

に向けた、指導と評価の改善・充実の在り方」「２．育みたい資質・能力の在り方・示し方」「３．子育て支

援の充実、地域の体制づくりの推進」を共通事項として検討する。

令和 8年夏ごろに議論のとりまとめが行われる予定。 

保育専門委員会には、あけぼの愛育保育園園長の北野久美氏（全国保育士会会長）が委員として参

画。 

本委員会では、検討事項として下記のとおり示された。

関係団体ヒアリングでは、9団体（①全国保育協議会、②日本保育協会、③全国私立保育連盟、④全

国認定こども園連絡協議会、⑤全国認定こども園協会、⑥認定こども園連盟、⑦全国国公立幼稚園・

こども園長会、⑧全日本私立幼稚園連合会、⑨全国連合小学校長会）からヒアリングが行われた。

こども家庭審議会 こどもの居場所部会 

◇第 20回（2025.11.17） 

11 月 17 日、こども家庭庁は、第 20回こども家庭審議会 こどもの居場所部会（部会長：前田正子甲

南大学マネジメント創造学部教授）を開催し、「令和 7年度こどもの居場所部会 中間的整理のイメー

ジ」「中高生以上のこども・若者の支援」について協議を行った。

令和 7年度こどもの居場所部会 中間的整理のイメージについてでは、方向性について下記のとおり示
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され、協議が行われた。

中高生以上のこども・若者の支援についてでは、これまでの議論の振り返りが示され、協議が行われた。

◇第 19回（2025.10.16） 

10 月 16 日、こども家庭庁は、第 19回こども家庭審議会 こどもの居場所部会（部会長：前田正子甲

南大学マネジメント創造学部教授）を開催し、「こども家庭庁内の若者施策（情報提供）」「前回までの議

論の振り返り」「オンラインの居場所に関するヒアリング」について協議を行った。

こども家庭審議会 社会的養育・家庭支援部会 

◇第 7回（2025.10.17） 

10 月 17 日、こども家庭庁は、第 7回こども家庭審議会 社会的養育・家庭支援部会を開催し「部会

長選任」「都道府県社会的養育推進計画（後期）の策定状況」「令和 8年度予算概算要求等」「委員

会の設置」について報告・協議を行った。

委員会の設置についてでは、「こどものケアニーズに応じた支援の在り方に関する専門委員会」「特別養

子縁組に関する支援の在り方に関する専門委員会」が設置することについて示された。

それぞれの検討事項は以下の通り。

〇こどものケアニーズに応じた支援の在り方に関する専門委員会 

 ・こどものケアニーズに応じた支援の在り方に関する基本的な考え方 

 ・里親、ファミリーホーム、各入所施設等に求められる役割や機能 

〇特別養子縁組に関する支援の在り方に関する専門委員会 

 ・今後の特別養子縁組に関する支援の在り方
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こども家庭審議会 社会的養育・家庭支援部会 こどものケアニーズに応じた支援の在り方に関する専門

委員会 

◇第 1回（2025.11.19） 

11 月 19 日、こども家庭庁は、第 1回こども家庭審議会 社会的養育・家庭支援部会こどものケアニー

ズに応じた支援の在り方に関する専門委員会を開催した。

本委員会は、「都道府県社会的養育推進計画の下、いわゆる『家庭養護』及び『家庭的養護』を推進す

る中で、支援現場において、被虐待経験等により心理的な課題に直面するこどもや障害のあるこどもな

ど、ケアニーズが高いこどもへの支援の在り方が課題として顕在化しているところ、そのようなこどもへの

支援に当たっての基本的な考え方等について、専門的な見地から集中的に検討することを目的」として

設置された。

第 1回では、委員長の選任が行われ、相澤 仁大分大学福祉健康科学部特任教授が就任したほか、

考えられる論点として下記のとおり示され、協議が行われた。

こども家庭審議会 障害児支援部会 

◇第 17回（2025.12.8） 

12 月 8日、こども家庭庁は、第 17回こども家庭審議会 障害児支援部会を第 153 回社会保障審議

会障害者部会と合同で開催した。

今回は、前回に引き続き障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて協議が

行われた。（内容は P.55 参照）

◇第 16回（2025.11.12） 

11 月 12 日、こども家庭庁は、第 16回こども家庭審議会 障害児支援部会を開催した。

今回は、前回に引き続き障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて協議が
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行われた。

◇第 15回（2025.10.22） 

10 月 22 日、こども家庭庁は、第 15回こども家庭審議会 障害児支援部会を開催した。

今回は、障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて、前回議論および社会

保障審議会障害者部会での議論をふまえ、協議が行われた。

こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会 

◇第 14回（2025.9.29） 

9 月 29 日、こども家庭庁は、第 14回こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会を

開催した。

今回は、関連施策について報告が行われた後、ひとり親家庭の多様化を踏まえてご議論いただきたい

事項として下記が示され、協議が行われた。

１．多様化を踏まえたきめ細かな支援体系 

〇どのような階層別支援が考えられるか。 

 ・「福祉的支援を中心に行うべき層」、「子育てと両立しながら正規就業を目指す就業支援を行うべき

層」、「正規就業を前提に、定着や収入上昇を目指す就業支援を行うべき層」があるのではないか。 

〇困難の度合いを把握する客観的要素として、年収以外に、どういったものが考えられるか 

２．特に厳しい状況にある家庭への対応 

〇多様な困難に直面し、特に厳しい状況にある家庭を確実に支援につなぐには、どういった方法が考え

られるか。 本当に必要な人に情報を届けて活用してもらえるよう、手続きを踏むところまでサポート

できると良いのではないか。 

〇対人支援だけではなかなかつながることができないような家庭が現金給付的な支援をきっかけにして

つながってくるケースが多い。対人支援と現金給付的な支援の組み合わせは効果的であり、今後の

一つの方向性ではないか。 

３．当事者に寄り添った適切なアセスメント 

〇困難を可視化し、数年後に目指す姿を見せていくことが重要ではないか。 

〇子育て分野の人手不足も踏まえて、自立支援員等の質の担保・専門性の向上が重要であり、アセス

メントやケースワークのノウハウを開発し、横展開する必要があるのではないか。 

４．困難に直面している親とともに暮らすこどもの状況を踏まえた、こどもに寄り添った支援 

〇親が生活面や仕事面で困難を抱えている場合に、こどもが「親」や「周りの大人」に求めたいことは何

か。どういった環境を整える必要があるか。 

〇ひとり親家庭や生活に困窮する家庭のこどもにとって、家庭や学校以外の場や、そこで出会う大人

は、どのような意義があるか。 

〇こども自身が、基本的には親に頼らずに、自ら利用できる支援としてはどういったものが考えられるか。

こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会 

◇第 2回（2025.10.10） 

10 月 10 日、こども家庭庁は、第２回こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会を開催し、令和

８年度からの本格実施にむけ、対応の方向性案を示し検討を行った。

【令和８年度以降の利用可能時間について】 

子ども一人当たりの利用時間の上限については、保育人材の確保が課題となっている現状等を踏まえ、

引き続き「月１０時間」とする案が示された。

また、各自治体の準備の進捗が様々であるところ、自治体が条例で利用可能時間を３時間～10時間
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未満の範囲内で設定することができる経過措置（令和８～９年度）を示した。 

【公定価格・利用料について】

補助単価・加算の詳細は、予算編成の過程で検討し年末に示すとされた。また、障害児加算、要支援

家庭の子ども加算、医療的ケア児加算に加え、新たな加算を検討するとしている。 

保育人材確保懇談会 

◇第 3回（2025.10.29） 

10 月 29 日、こども家庭庁は、第 3回保育人材確保懇談会を開催し、保育・幼児教育の仕事や現場

の魅力向上に向けた取組とその発信方法等について協議を行った。

協議では、国における保育士・保育の現場の魅力発信に関する取組について報告が行われた後、学生

（3校）及び構成員（4団体）より報告が行われた後、意見交換が行われた。

本会議には全国保育協議会・全国保育士会が出席し、保育の仕事や現場の魅力向上に向けた取り組

みの紹介を行った。
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＜通知・公表＞ 

地域限定保育士試験実施方法書の認定について（2025.11.13） 

11 月 13 日、こども家庭庁は通知「地域限定保育士試験実施方法書の認定について」を公表した。

本通知は、地域での保育人材の集中的確保に向けて、初の地域限定保育士試験実施方法書が 1府

5県に認められたことを通知するもの。

地域限定保育士制度は、特に保育人材が不足するおそれが大きい地域において集中的に保育人材確

保に取り組むことができる制度として、２０２５年１０月に児童福祉法上に創設したもの。この制度化によ

り、認定を受けた地方公共団体において地域限定保育士試験の実施が可能となった。

今回認定されたのは下記都道府県

三重県、滋賀県、大阪府(※) 、奈良県、岡山県、福岡県 

※大阪府は国家戦略特別区域法により、既に実施中 
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ｌ––– 

成年後見制度利用促進専門家会議 

◇第 20回（2025.10.21） 

10 月 21 日、厚生労働省は第 20回成年後見制度利用促進専門家会議 (委員長：菊池馨実 早稲田

大学理事・法学学術院教授）を開催した。

成年後見制度の利用の促進に関する施策の進捗状況について厚生労働省、法務省、最高裁判所より

報告が行われた後、中長期的課題に関する意見交換が行われた。

地域生活維持政策小委員会

◇第 2回（2025.11.18） 

11 月 18 日、経済産業省は、第 2回地域生活維持政策小委員会を開催した。

人口減少時代の地域における生活維持関連サービスの供給の持続に向けた政策の検討として、今後

の対応について下記のように整理を行った。 

８．地域福祉 
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またエッセンシャルサービス供給のための取組として 5団体(ローソン、日本生活者消費協同組合連合

会、コープさっぽろ、第一交通産業、上野ガス)に事業者ヒアリングを行った。 

◇第 1回（2025.10.22） 

10 月 22 日、経済産業省は、第 1回地域生活維持政策小委員会を開催した。

同委員会は、高齢化・生産年齢人口の減少に伴う地域の生活維持関連サービスの消失による経済的

影響、生活維持関連サービスの供給を持続化するための対応策を検討するため、産業構造審議会 地

域経済産業分科会の下に設置された。 

第 1回委員会では、人口減少時代の地域における生活維持関連サービスの供給の持続化に向けた政

策の検討と、エッセンシャルワークの課題等について有識者ヒアリングが行われた。 

主な論点として、下記の４点があげられた。 

 １．エッセンシャル・サービスの経済社会・産業構造上の意義（その消失・縮小が経済全体に与える影 

響等）は何か。 

 ２．地域においてエッセンシャル・サービスの供給が困難になる要因には、どのようなものがあるか。 

 ３．経済産業政策の対象とするエッセンシャル・サービスは、どのような観点から考えるべきか。 

 ４．地域におけるエッセンシャル・サービスの維持や「地域協同プラットフォーム」の具体化に向けて、ど 

   のような方策があり得るか。 
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＜会   議＞ 

社会保障審議会  福祉部会・福祉人材確保専門委員会 

◇社会保障審議会 福祉部会 福祉人材確保専門委員会「議論の整理」公表（2025.11.11） 

厚生労働省は、11 月 11 日に、社会保障審議会 福祉部会 福祉人材確保専門委員会（委員長：

松原由美 早稲田大学人間科学学術院教授）の報告書「福祉人材確保専門委員会における議論の

整理」を公表した。 

本委員会では、介護人材の総合的な確保方策について、①地域差を踏まえた各地域における人材

確保の取組、②多様な人材の確保・育成・定着、③中核的介護人材の確保・育成、④外国人介護

人材の確保・定着の４つの論点を示し、議論が行われた。 

委員会における「議論の整理」は、今後、社会保障審議会 福祉部会等に報告され、さらに議論が行

われる。 

【地域差を踏まえた各地域における人材確保の取組】

○人材確保については、国で全国共通で行うべき人材確保策に加え、地域の実情に応じた人材確

保策に取り組んでいくことが必要であり、都道府県が主体となって、関係者が地域の実情等に応じ、

協働して実践的に課題解決に取り組むためのプラットフォームを制度化する方向性を打ち出した。 

その際、福祉人材センターがコーディネータ的な中核的役割（事務局的機能）を担うことが考えら

れるとした。 

【中核的介護人材の確保・育成】 

○介護福祉士が離職した場合、復職支援の観点から都道府県福祉人材センターに必要な事項を届

け出ることが努力義務とされているが、「現任の介護福祉士にも届出の努力義務を課すことで、地

域の介護人材の実態把握や必要なキャリア支援を行うための仕組みに発展させることが必要」で

あるとしている。 

○令和８年度卒業者までの介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験義務付けの経過措置に

ついて、終了・延長両方の意見を理由とともに記載をした。「介護福祉士養成施設の役割勘案しな

がら経過措置の在り方について必要な対策を講じられたい」とされた。 

９．人材確保等 
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労働政策審議会  雇用環境・均等分科会 

◇第 88回（2025.12.10） 

12 月 10 日、厚生労働省は第 88回労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会）を開催し、①女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部

を改正する省令案要綱について②事業主行動計画策定指針の一部を改正する件案要綱（一般事
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業主行動計画に係る部分）について諮問が行われた。 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の

一部を改正する法律の施行についても、政令案として公布日を令和 8年 2月と予定し、施行期日を

令和 8年 10月 1日と示された。 

◇第 87回（2025.11.17） 

11 月 17 日、厚生労働省は第 87回労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会）を開催し、労働施

策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改

正する法律の施行について協議が行われた。

今回は、職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素

案、「求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの」の改正案、求職活動等におけ

るセクシュアルハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案、プラチナえるぼ

し認定要件の追加、パワーハラスメント防止指針の改正、改正法の施行期日について、これまでの協

議をふまえ案が示され、協議が行われた。

職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案では、

「4.事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容」に

ついて、下記事項が示されている。

（１）事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

（2）相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

（3）職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 

（4）職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための

措置 

（5） （１）から（4）までの措置と併せて講ずべき措置 

 ・相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置 

 ・カスタマーハラスメントに関し相談をしたこと等を理由とした、不利益な取扱いの禁止及びその旨の

労働者への周知・啓発 

改正法の施行期日については、「カスタマーハラスメント」及び「求職活動等におけるセクシャルハラスメン

ト」に関する措置義務等の規定の「公布の日から起算して 1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で

定める日」について、令和８年10月１日の案が示された。

◇第 86回（2025.11.6） 

11 月 6日、厚生労働省は第 86回労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会）を開催した。

今回は障害団体へのヒアリングが行われ、「カスタマーハラスメント防止措置に関する指針の策定に当たっ

て、留意すべき事項」「指針策定後の周知に当たって、留意すべき事項」について、各関係者 (一般社団

法人全国手をつなぐ育成会連合会、社会福祉法人日本身体障害者団体連合会、公益社団法人全国精

神保健福祉会連合会、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合)にヒアリングを行った。

◇第 85回（2025.10.27） 

10 月 27 日、厚生労働省は第 85回労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会）を開催し、労働施

策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改

正する法律の施行について協議が行われた。

前回の協議をもとに、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計

画等に関する省令の一部を改正する省令案と事業主行動計画策定指針の一部を改訂する件につい

て案が示された。

またハラスメント対策関係の主な検討事項として下記のとおり示され、協議が行われた。

〇カスタマーハラスメントについて 
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・「職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」の策定 

〇求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて 

・均等法施行規則において「求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの」を規定 

・「求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」 

の策定 

・女活法一般事業主行動計画省令に、プラチナえるぼしの認定要件（求職者等に対するセクシュアル

ハラスメント防止に係る措置の内容を公表していること）を追加 

〇その他 

・建議における以下の記載を踏まえた「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき

措置等に関する指針」の改正 

・改正法の附帯決議を踏まえた対応 

・「職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」等の策定

に伴う所要の改正 

・施行期日を定める政令

◇第 84回（2025.10.2） 

10 月 2日、厚生労働省は第 84回労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会）を開催し、改正女性

活躍推進法の施行に向けた主な検討事項に係る対応方針について協議が行われた。 

協議では、改正女性活躍推進法の施行に向けた主な検討事項に係る対応方針（案）が示され、下記

4点について協議が行われた。 

 ①男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表について 

 ②女性の活躍推進企業データベースについて 

 ③職場における女性の健康支援について 

 ④えるぼし認定制度について

◇第 83回（2025.9.8） 

9 月 8日、厚生労働省は第 83回労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会）を開催し、令和 8年

度予算概算要求、改正労働施策総合推進法等の施行等について協議が行われた。

改正労働施策総合推進法施行に係る今後の検討スケジュール案として下記のとおり示された。

時期 議事内容等 

令和 7年 9月 改正女性活躍推進法関係の検討  

改正女性活躍推進法関係の諮問 

ハラスメント対策関係の検討 

（消費者・障害者当事者団体ヒアリングを含む）

令和 8年 1月   

ハラスメント対策関係の諮問 

4 月 1日 改正女性活躍推進法関係の施行  

改正法の公布の

日（令和 7年 6月

11 日）から起算

して 1年 6か月

以内で政令で定

める日 

 ハラスメント対策関係の施行 

… …



- 88 -

労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会 

◇第 27回（2025.11.21） 

11 月 21 日、厚生労働省は第 27回労働政策審議会 (職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 

同一労働同一賃金部会）（部会長：守島基博学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉

教授）を開催し、同一労働同一賃金の施行 5年後見直しについて協議が行われた。

協議では、雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保について、下記事項についてそ

れぞれ論点案が示され、協議が行われた。

１．均等・均衡待遇 

  （１）同一労働同一賃金ガイドラインの更なる明確化 

（２）短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者の意見の反映 

（３）労働者派遣制度における待遇決定方式の運用改善 

（４）福利厚生施設 

（５）いわゆる「立証責任」 

２．労働者に対する待遇に関する説明義務の改善 

  （１）待遇の相違の内容及び理由等について事業主及び派遣元事業主に説明を求めることができ 

 る旨の労働条件明示事項への追加 

（２）待遇の相違の内容及び理由等の説明の方法 

３．公正な評価による待遇改善の促進等  

  （１）公正な評価による待遇改善の促進 

 （２）情報公表の促進 

（３）正社員転換支援・キャリアアップ 

（４）「多様な正社員」制度の普及促進等 

（５）無期雇用フルタイム労働者 

４．行政による履行確保  

◇第 26回（2025.10.22） 

10 月 22 日、厚生労働省は第 26回労働政策審議会 (職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 

同一労働同一賃金部会）（部会長：守島基博学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉

教授）を開催し、同一労働同一賃金の施行 5年後見直しについて協議が行われた。

これまでの部会での検討課題と主な意見が示された後、同一労働同一賃金ガイドラインについての論

点として下記項目ごとの論点が示され、協議が行われた。

１．裁判例を踏まえたガイドラインの見直し 

（１）最高裁判決で性質・目的が示されている待遇 

（２）いわゆる「正社員人材確保論」 

（３）下級審判決 

２．通常の労働者の待遇引下げによる待遇の相違の解消 

３．「その他の事情」の明確化 

４．無期雇用フルタイム労働者及び「多様な正社員」 

５．その他 
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特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 

◇第 10回（2025.11.14） 

11 月 14 日、出入国在留管理庁は「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用

方針に関する有識者会議」を開催した。

前回に引き続き、これまでの有識者会議のフォローアップについてと特定技能制度及び育成就労制

度の分野別運用方針の作成について協議が行われた。

分野別運用方針の案については、前回下記 2点の意見が出ており、検討が行われた。 

①基本方針に則り、生産性向上・国内人材確保の具体的な数値を明らかにした上で、受入れの必要 

性を表す記載にすべき。 

②在籍型出向については、慎重な配慮が必要であり、国土交通省は、出向元及び出向先の協定書 

そのものを確認した方がよい。また、出向が許容される範囲（出向元と出向先の関係性に係る要 

件）を明らかにすべき。 

◇第 9回（2025.10.30） 

10 月 30 日、出入国在留管理庁は「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用

方針に関する有識者会議」を開催した。

分野別協議会に係る今後の取組の方向性について下記のように示している。

◇第 8回（2025.10.6） 

10 月 6日、出入国在留管理庁は「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用

方針に関する有識者会議」を開催した。

今回は、これまでの有識者会議のフォローアップについてのほか、前回から引き続き「特定技能制度

及び育成就労制度の上乗せ基準等（案）」「育成就労制度における本人意向による転籍の制限（案）」

について協議が行われた。
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＜通知・公表＞ 

令和 7年度介護福祉士養成施設の入学定員充足状況等に関する調査の結果（2025.10.14）

10 月 14 日、日本介護福祉士養成施設協議会は、入学定員充足状況等に関する調査の結果を公

表した。 

入学者のうち、外国人留学生の数は 23 か国から 4,074 人。前年度比で 33.4％増、全入学者の

55.4％を占めた。初めて日本人の入学者を上回った。 

最も多いのは、ネパール1,899人。次いでミャンマー747人、ベトナム 490 人、中国 239 人となった。 
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＜法改正等＞ 

令和７年度補正予算成立（2025.12.16） 

11 月 28 日に、令和７年度補正予算案が閣議決定され、12 月 16 日に参議院本会議で成立した。

総額 18兆 3,034 億円。

厚生労働省分は、2兆 3,252 億円で、「医療・介護等支援パッケージ」として１兆 3,649 億円を計上。

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善に対する支援に 1,920 億円を計上した。

○介護従事者に対して幅広く月１万円の賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化に取り組む事業

者の介護職員に対して月 0.5 万円を上乗せ。 

○併せて、介護職員の職場環境改善を支援。人件費に充てた場合、介護職員に対して月 0.4 万円の

賃上げに相当。 

○障害福祉分野は、障害福祉従事者に対する幅広い賃上げ支援として、439 億円を計上。

こども家庭庁分は、6,479 億円。

○保育士等の処遇改善に 844 億円（公定価格上の人件費を 5.3％改善） 

○児童養護施設等の職員の処遇改善に 233 億円（児童養護施設等職員は 4.9％引上げ） 

１．厚労省の補正予算案のポイント 

10．予算 
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1.1 介護、障害の処遇改善 
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1.2 物価対策 
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２．こども家庭庁の補正予算案のポイント 
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2.1 処遇改善関係 
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2.2 物価対策 

３．内閣府防災の補正予算案のポイント 
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＜会   議＞ 

災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会 

◇第 1回（2025.11.5） 

11 月 5日、厚生労働省は第 1回災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会を開催した。

本検討会は、「能登半島地震の災害対応において、被災者支援を迅速に行うためには、保健医療福祉

活動チームの連携・強化が課題との指摘等を踏まえ、災害が発生する以前の平時からの保健医療福

祉活動チーム間における連携体制構築に向けたあり方等を検討すること」を目的に設置するもの。

第 1回目は検討会目的・実施体制・スケジュール・検討内容について示され、協議が行われた。

保健・医療・福祉分野の連携の現状・課題と方向性については、下記のとおり示された。

11．災害対策 
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また、今後のスケジュールとして下記のとおり示された。
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国土強靱化推進会議 

◇第 10回（2025.10.23） 

10 月 23 日、内閣官房は第 16回国土強靱化推進会議を開催し、今後の国土強靱化施策の取組に

ついて協議を行った。

また、国土強靭化年次計画 2026 の策定に向けたスケジュール案が下記のとおり示された。

被災者支援のあり方検討会 

◇第 10回（2025.10.14） 

10 月 14 日、内閣府は第 10回被災者支援のあり方検討会を開催した。

会議では、災害対策基本法等の一部を改正する法律や、令和 8年度概算要求、防災庁設置に向け

た動き等、被災者支援に関する取り組み状況についての報告の後、協議が行われた。
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